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１．霞ヶ浦流域の概要

ヨシ

浚渫船「カスミザウルス」

ディキャンプ

トライアスロン １

・霞ヶ浦は、茨城県の南東に位置する湖面積が約２２０㎢と琵琶湖に次ぐ全国第２位の湖面積を有する湖沼です。

・流域は茨城県、千葉県、栃木県の３県２４市町村にまたがり、貯水量は８．５億㎥と非常に大きいのに対して、出口が
下流１箇所しかなく、流域から流入した水が流出するまでに長い時間を要し、平均水深は約４mと浅く、富栄養化しやす
い地形条件です。

・流域では漁業及び農業が中心であったが、筑波研究学園都市など流域の開発により、昭和40年代から急激に人口

が増加しました。（流域人口 約９７万人 平成２３年）

・貴重な水資源として茨城県をはじめ１都３県の重要な水資源としても位置付けられています。

・北部にそびえる筑波山地を含む一帯が水郷筑波国定公園に指定されています。

茨城の豆知識（いばらき早わかりガイド） H24年6月1日作成より抜粋

帆引き船

ヨシ原

霞ヶ浦流域

水郷花火大会

レンコン

流域面積：2,157㎢
（茨城県面積の約35%）

あやめ祭り
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●堤防整備前と比べて多様な動植物が生育・生息できる植生帯等の自然環境
が減少しました。

●湖内と堤内地の連続性の低下などにより住民と湖との繋がりが希薄になっ
てきました。

自
然
再
生かつての霞ヶ浦湖岸植生帯（イメージ）

植生帯が消失

現在の霞ヶ浦湖岸

２．事業の目的（１）

水

環

境

【水 環 境】 ： 霞ヶ浦は流入負荷量の増大などにより水質悪化が生じているため、リン・窒素の底泥から湖水への溶出を削減し、水質
改善を図ることを目的に湖沼水質保全計画に基づき関係機関と連携して事業を実施します。

【自然再生】： かつての霞ヶ浦で普通に見られた動植物が生育・生息する水辺空間や良好な湖岸景観が減少しているため、自然再生推進
法に基づき、市民、専門家、行政が一体となって、かつての霞ヶ浦で普通に見られた動植物が生育・生息する水辺空間や良
好な湖岸景観を保全・再生する事業を実施します。
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湖水浴で賑わっていた霞ヶ浦
（昭和４０年頃）

・ＣＯＤは、海水域や湖の汚れを測る代表的な指標です。この値が高いほど水が
汚れていることを示します。
・T-N(総窒素),T-P(総リン)は、栄養塩類でありプランクトンに摂取されます。プラ
ンクトンなどが増えるとＣＯＤが高くなります。
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●霞ヶ浦は昭和40年代前半までは湖水浴場と

して賑わっていましたが、後半には閉鎖となり

ました。

●富栄養化が最も進行していた昭和４０年代後

半から昭和５０年代には、毎年夏になると大

量のアオコが発生して湖面を覆っていました。

●昭和54年には酸欠により養殖コイの大量死

が発生していました。

●水質が悪くなると飲み水の浄化処理が増え

たり湖に生息する生物への影響が懸念され

ます。

●昭和４０年代からの人口の増加や高度経済成長とともに水質が悪化しました。
●昭和５４年に水質の悪化はピークに達し、西浦においては改善されてきています

が近年は横ばいの傾向にあります。 しかし、北浦においては、近年、西浦に比べ
て悪化の傾向にあります。

●茨城県南地域で、つくばエクスプレス、首都圏中央連絡自動車道の整備とともに、
沿線開発が進んでおり、今後も人口が増える可能性があります。

酸欠による魚の斃死



２．事業の目的（２）（汚濁メカニズム）

・霞ヶ浦の汚濁要因には、湖の外から入ってくる外部要因と湖の中で発生する内部要因があります。
・一度湖底に沈殿・堆積した底泥からは、窒素（Ｎ）、リン（Ｐ）が湖水中に溶け出し、外部から流入する窒素、リンとともに植
物プランクトンの増殖（内部生産）を通じて水質悪化（有機物（ＣＯＤ）の上昇）の要因となります。

・水質を改善するためには湖に流入するために除去することが重要ですが、既に溜まっている高濃度の底泥からも継続的に溶出し
ているため、効果的な水質改善をするためには同時に底泥を取り除くことが必要となります。

外部要因

河川を通じて
入るもの

湖に直接流入
するもの

自 然

人 為

自 然

人 為

山林等（面源系）

家 庭（生活系）

工 場 （工場・事業場系）

畜 産（畜産系）

その他 [水田・畑等]
（面源系）

降雨等（面源系）

網生簀（水産系）

湖に入ってくる汚濁要因

湖内での汚濁負荷の移動

●浚渫
栄養塩類の濃度が高い底泥を取
り除くことで、栄養塩類が湖水
中に溶け出す量を減らします。

●自然浄化施設
河口部でゴミや栄養塩類
を抑えることで、湖に入
る量を減らします。

栄養塩類が増えて植
物プランクトンが増
殖するとＣＯＤが上
昇します

植物プランクトンの
増殖が進むとアオコ
となって異臭を放つ
ようになります
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吸収

流入負荷量
窒素：3,914ton/年
リン： 182ton/年

浚渫による低減効果
窒素：318ton/年
リン： 26ton/年

浚渫が無い場合の溶出量
窒素：1,815ton/年
リン： 278ton/年



２．事業の目的（３）（湖沼水質保全計画）

・茨城県、栃木県及び千葉県により策定される「湖沼水質保全計画」により昭和61年から流域としての取組みが始まりました。
・第５期策定の際に湖の将来像として「長期ビジョン」を設定し、その目標に向けて水質保全計画を進めています。
・水環境事業や自然再生事業も本計画にあわせて実施していきます。

植生帯の復元

河口部での汚濁
負荷流入抑制

網生け簀養殖
の適正管理流入･堆積した汚濁

負荷等の除去(浚渫)

肥料等の使用量削減

排水の
流出抑制

排せつ物の管理

下水道や農集排
施設の整備

排水基準
の遵守

森林整備

多自然型
川づくり
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長期ビジョン 「泳げる霞ヶ浦」「遊べる河川」

水質目標：平成32年度に、霞ヶ浦の湖水浴場が賑
わっていた昭和40年代前半の状況（COD 
5mg/l台前半）を目指す。

○流域から霞ヶ浦に流れ込む負荷を削減するため、流域全体で対策を行っています。

(汚濁負荷)

■ 流域対策
■ 水環境事業
■ 自然再生事業

凡 例

(汚濁負荷)

西浦 北浦

H22現況 H27目標 H22現況 H27目標

下水道整備 63.6% 71.7% 12.6% 14.2%

家畜排せつ物
農外処理･利用

2施設 7施設 0施設 3施設

農地排水流出
抑制

372ha
11箇所

396ha
12箇所

274ha
11箇所

592ha
26箇所

浚渫 773万m3 800万m3 － －

自然浄化施設 － － 1 2

各事業の保全計画における目標値

第６期湖沼水質保全計画

事業期間：平成23年度～平成27年度
水質目標： (平成22年度)→目標(平成27年度)
西浦の平均ＣＯＤ 8.2mg/l → 7.3mg/l
北浦の平均ＣＯＤ 9.1mg/l → 7.6mg/l

自治体・住民
による対策

住民一人ひとりの取り組み
○水環境にやさしいライフスタイルの推進

・洗剤や石鹸の使用量の適量化
・食用油の適正な処分
・料理くずや食べ残しは生ゴミとして適切に処分
・風呂の残り湯の再利用

○家畜排せつ物の農外処理・利用
・畜産バイオマス燃料化の推進
・簡易高度処理施設による畜産汚水中の窒素、リンの除去

○農地対策
・減肥技術などの活用による環境にやさしい農業の推進
・代かき時の水管理の徹底（濁水の流出防止）
・被覆作物の作付け等による表土や肥料成分の流出抑制

○その他
・河川清掃の実施
・環境学習、啓発活動の実施



３．事業の概要（１）（全体概要）

【全体工程表】

【水 環 境】 ： 流入負荷量の増大や底泥からの栄養塩類の溶出などにより水質悪化が生じ、改善が求められている事から浚渫等の対策
を実施するとともに、新たな水質浄化対策に関する調査研究を行っていきます。

【自然再生】 ：かつての霞ヶ浦で普通に見られた動植物が生育・生息する水辺空間や良好な湖岸景観を保全・再生する事業を実施します。

高浜沖浚渫
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武田川
自然浄化施設

大円寺川
自然浄化施設

梶無川
自然浄化施設

土浦沖浚渫

年度

事業名

S50 ～ H11 H12 ～ H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

水環境

自然再生

湖沼水質
保全計画

【全体数量】

前回評価
▼ .

今回評価
▼

浚渫船「カスミザウ
ルス」

第５期 第６期

浚渫土処理
田村･沖宿･
戸崎地区自

然再生

川尻川
自然浄化施設

※湖沼水質保全計画では第５期に長期ビジョンとして、平成32年度までにCOD5mg/L台前半という目標を策定している
※自然再生：自然再生協議会において整備済み区間の知見を踏まえた協議を行う必要性により２年間延長（Ｈ２６→Ｈ２８）

利根川

浚渫土処理
内容変更

事業区分 事業内容 単位
数 量

備 考全体
計画

H21年
度末

H24年
度末

H25年
以降

水
環
境

西浦

浚渫 万m3 800 752 800 0 ●H23完了

浚渫土処理 ％ 100 71.7 79.5 20.5 H4～H30

自然浄化施設 基 3 3 3 0 H14完了

北浦
自然浄化施設 基 2 1 2 0 ●H22完了

浄化対策に関
する調査研究

式 1 0 1 1 H24～H27

自
然
再
生

田村地区
湿地再生 m 435 85 435 0 ●H23完了
緩傾斜堤防 m 350 350 350 0 H20完了

消波工 m 400 400 400 0 H13完了

沖宿地区
植生帯再生 m 780 0 0 780 H27～H28

消波工 m 2140 1600 1600 540 H11～H28

戸崎地区
植生帯再生 m 170 0 0 170 H27～H28

消波工 m 210 0 0 210 H27～H28

● ：前回事業評価（H21）後完了事業

園部川
自然浄化施設



●浄化対策に関する調査研究
・北浦は流出してくる汚濁負荷の状態も湖の特性も西浦と異
なっています。

・水質浄化対策は現地で試験を行い、実際にどの程度の効果が
あるかを確認して実施の判断をします。

・試験は浚渫、脱窒などについて行います。

土 浦 沖 浚 渫
（S50～H19）

高 浜 沖 浚 渫
（S57～H24）

全体浚渫量800万m3

３．事業の概要（２）（水環境）
●西浦浚渫
・底泥浚渫により窒素・リンの底泥から湖水への溶出を削減し
水質改善を図ります

・浚渫土で農地を嵩上げし、その上に農地を復元します。

西 浦

排泥状況

農地復元 6

●自然浄化施設（ウェットランド）

・流入河川の流れの勢いを河口部に設置した仕切堤と沈殿池で

弱め、湖内への汚濁物質の流出を抑制します。

仕切堤
霞ヶ浦

ヨシ等の植生帯
川尻川

沈殿池

霞ヶ浦河川の流れ

植生の復元

沈殿池

汚濁物質沈降

沈殿ピット
生物の生息
空間の創出

仕切堤

川尻川ウェットランドの現状

施工箇所

西浦 北浦

浚渫土処理（農地かさ上げ）

※赤枠は平成25年度以降も実施

平成4年度 平成9年度 平成24年度

0.3-1.0m

1.5-4.5m



高浜沖浚渫

浚渫土処理

武田川
自然浄化施設

利根川

３．事業の概要（３）（水環境事業の進捗状況）

・前回事業評価（平成21年度）以降の主な整備箇所は以下の通りです。

武田川自然浄化施設

北浦

武
田
川

整備前 整備後

高浜沖浚渫

高浜沖浚渫

事業区分 事業内容 単位

数 量

全体
計画

H21年
度末

H24年
度末

前回から
の進捗

水
環
境

西浦
浚渫 万m3 800 752 800 48

浚渫土処理 ％ 100 71.7 79.5 7.8

北浦

自然浄化施設 基 2 1 2 1

浄化対策に関
する調査研究

式 1 0 1 1

浚渫及び浚渫土による農地嵩上げ 自然浄化施設の整備

7
浚渫土処理土地
（小高地区）

浚渫土処理土地
（西の洲･甘田入地区）



●西浦におけるＣＯＤの変化

下水道整備や農業・畜
産対策など流域全体で
の取組みによる水質改
善効果 （推定値）

「底泥浚渫」による水質
改善効果（推定値）
COD年度平均値0.5ｍ
ｇ/L改善

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0
COD(mg/L)

環境基準3.0

長期ﾋﾞｼﾞｮﾝ

5台前半

昭和50～54年度
西浦のCOD年度平均

9.1mg/l

平成22年度
西浦のCOD年度平均

8.2mg/l

8.2
8.7

14程度

国土交通省の取組み（36年間）

浚渫760万m3等

9.1

5mg/l台前半

mg/l

水質保全計画が実施
されなかった場合（推定値※１）

３．事業の概要（４）（水環境事業の効果）
水環境事業を行ってきた西浦では、下水道整備や農業・畜産対策など流域の取組みと併せて水質が改善してきたと推測されます。

また、対策の進捗にともない、アオコの発生頻度も少なくなってきています。

●アオコ発生の経年変化

※１【推定値】

水質保全計画が実施されな
かった場合のCODは、過去５回

の計画策定時における「対策
なし水質予測値から当時の水
質の差分を合計」した値を推定
値として記載。

浚渫を行った箇所では底泥からの栄養塩類の溶出速度し、目的である溶出量が抑えられたと推測されます。

●底泥 窒素・リン溶出速度の変化（牛渡沖、H15浚渫）

8
湖底の状況

牛渡沖（浚渫実施済み）

↓水中に多数のミジンコを確認
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牛渡沖

西浦における10年ごとのアオコ大量発生の頻度は、
S58-H4に10回、H5-H14に２回、H15-H24.9に４回と浚渫
着手当時よりも減少している。
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（ｔ）

●大規模浚渫に代わる水質浄化の実施に関する要望

●北浦の水質改善に関する要望

•茨城県知事（平成24年７月）

•霞ヶ浦問題協議会（平成23年６月）

•霞ヶ浦北浦治水利水水環境促進同盟会（平成23年12月）

３．事業の概要（５）（水環境事業の効果と地域の声）

●霞ヶ浦漁業共同組合からの意見（平成24年８月）

•浚渫した場所ではワカサギの漁獲量が増えている

•近年浚渫した箇所においては水もきれいになっている

•浚渫は今後も続けて欲しい

•湖岸植生もエビや魚の産卵の場となるため整備してほしい

●アオコ発生改善のために実現象を
踏まえたメカニズムの早期解明

･茨城県知事（平成23年９月）

●湖岸植生の再生と保全の促進に関する要望

•霞ヶ浦北浦治水利水水環境促進同盟会（平成23年12月）

西浦の漁獲量は１．４倍に増加

・現在実施されている水環境事業の効果について、流域関係者からの様々な意見を頂いています。

●霞ヶ浦意見交換会（平成14年12月～ 14回開催）
（水質がテーマの会議には延べ300人が参加）

•行政は水質目標達成に責任を持つべきである

•窒素・リンは水質改善の第１条件だが、それだけでも十分

ではない

•霞ヶ浦の水質について、流域住民100万人で考え、行動する

必要がある

H4大規模浚渫以降
改善傾向にあります

平成２２年度　（ＣＯＤ、ｍｇ／Ｌ）

順位 類型指定水域名 都道府県名 年間平均値

１ 長沼 宮城県 １１

２ 漆沢ダム 宮城県 ９．３

３ 常陸利根川 茨城県 ９．２

４ 北浦 茨城県 ９．１

５ 印旛沼 千葉県 ８．９

〃 手賀沼 千葉県 ８．９

水質ﾜｰｽﾄﾗﾝｷﾝｸﾞ
（北浦の水質改善が課題）

H23アオコ対策状況
(武田川)

西浦の透明度は最も悪かった時期から１．８倍に改善

1.8倍
1.4倍

7.3倍

9



３．事業の概要（６）（自然再生）

整備区域③：植生帯の造成、消波工の設置

整備区域①、②：ワンド整備、湿地造成

10
自然再生対象区域

5k50

6k00

6k50

7k00

7k50

8k00 8k50

9k00

9k50

10k00

整備区域①

整備区域②

整備区域③

霞ヶ浦環境科学センター

土浦市
田村

かすみがうら市
戸崎

土浦市
沖宿

霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区整備箇所

整備区域③：
前浜造成による湿地再生

整備区域①、②：
陸域の改変による湿地再生

※かつての湖岸植生イメージ

植生帯が消失

【自然再生の必要性】
湖岸から植生が失われたことにより、魚類等水生生物、鳥類等陸上生物の

生息場、餌場、産卵場や貝類の生息場等が失われました。

このため、かつての霞ヶ浦で普通に見られた動植物が生育・生息する
ことができるように湖岸植生帯の再生を行っています。

昭和４２年

現在

湿生植物が失われている
湿地再生→
湿生植物等の再生

湿生植
物が失
われた
植生帯

●湖岸から植生が失われたことにより、魚類等水
生生物、鳥類等陸上生物の生息場、餌場、産卵
場や貝類の生息場等が失われた。

●昔から和歌や俳句に詠まれ、住民にとってふ
るさとを代表する景観として親しまれていた霞ヶ
浦の美しい湖岸風景が損なわれた。

湖岸植生の再生は、霞ヶ浦に生息するこれらの
生物の生息環境を増加させ、霞ヶ浦の生物多様
性の回復、絶滅のおそれの有る生物の保全に
寄与し、ひいては地域生態系の保全・回復の効
果や景観の改善を果たす。

植生帯 植生帯
湖岸植生帯の減少

期待する目標像

水際には抽水植生、浅水域には
沈水植生が繁茂する湖岸域

沈水（マツモ）

確認

された
植生

抽水（ミズアオイ：危急種）

整備区域①
（田村地区）

消波工
４００ｍ

植生帯再生：７８０ｍ
消波工：２１４０ｍ（１６００ｍ整備済）

植生帯再生：１７０ｍ
消波工：２１０ｍ

緩傾斜堤防：３５０ｍ
湿地再生：３５０ｍ

湿地再生
８５ｍ

子供達を含む環境学習（整備前：０回→整備後：年３回開催）
専門家による研究場 （整備前：０回→整備後：年１６回実施）
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３．事業の概要（７）（自然再生）

※イメージ

植生帯を再生すること
により、多様な生物が
生育・生息する水辺空
間が再生される

整 備 前

整 備 後

断面図

堤防

波の勢いを弱めて
植生帯を保全する施設
（消波工）

平成25年度以降も植生帯の再生を行うことにより、かつての霞ヶ浦で普通に見られ

た動植物が生育・生息する水辺空間になり、景観も改善されることが期待される。

整備区域③（沖宿・戸崎地区）

田村・沖宿・
戸崎地区
自然再生

調整市民

地域団体

専門家

(独)水資源機構

茨城県

土浦市
かすみがうら市

国土交通省
霞ヶ浦河川事務所

霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会実施体制

自然再生推進法による実施計画に基づき、多様な主体が一体となり平成１６～
２３年度間に２２回の協議会を開催し、自然再生に取り組んでいます。

事業実施計画書の策定から維持
管理に至るまで協議し決定します。

消波工植生帯

湿生植物帯 抽水植物帯 浮葉植物帯 沈水植物帯
（ヨシ） （ヒメガマ） （ヒシ） （マツモ）

植生復元目標像

断面図

（ ） は一例

全体
計画

Ｈ21年
度末

Ｈ24年
度末

Ｈ25年
度以降

植生帯再生 m 780 0 0 780
消波工 m 2140 1600 1600 540
植生帯再生 m 170 0 0 170
消波工 m 210 0 0 210

自
然
再
生

沖宿地区

戸崎地区

事業区分 事業内容 単位
数量

植生帯が無い箇所

植生帯の再生 → 湿性植物等の再生

堤防

整備区域②(田村地区)

整備前

掘削→湿地再生
消波工

断面図

湿地再生のため現地盤を掘削

前回事業評価（平成２１年度）以降
の主な整備箇所は以下の通りで
す。

全体
計画

Ｈ21年
度末

Ｈ24年
度末

前回から
の進捗

湿地再生 m 435 85 435 350
自然再生

（田村地区）

事業区分 事業内容 単位
数量

整備後

※イメージ

整備後

植生帯が消失している



４．費用対効果の分析（１）

総便益（B）の算定

評価対象期間：整備期間＋50年間

現在価値化の基準時点
：評価時点

社会的割引率：４％
残存価値：評価期間終了時の

現在価値化した建設費の10%

経済性の評価
○費用便益比（B／C）

事業の選定●分析の流れ

整備期間と投資計画の想定

総費用（C）の算定

評価対象期間：整備期間＋50年間
現在価値化の基準時点

：評価時点
社会的割引率：４％

本調査の実施

予備調査の実施（CVM､ｺﾝｼﾞｮｲﾝﾄ､TCM）

適正な本調査手法の選定・受益範囲の設定
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行ったことがある

集計範囲の設定

【集計範囲設定に関する各種調査結果】

◆水環境
水環境の事業実施についてアンケート調査を行った結果、霞ヶ浦湖岸からの距離による認知率は40km付近で

変化が見られました。このため、霞ヶ浦湖岸から40kmまでを集計対象範囲としました。

４．費用対効果の分析（２）（水環境）

13

●霞ヶ浦の現状及び水環境事業の実施に関する認知率

40km付近で認知率、来訪率の変化が見られる。

集計対象範囲

●霞ヶ浦への訪問有無と訪問頻度
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帯
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提示金額（円/月/世帯）

●本調査アンケートの結果

50％包含値(μ±0.68σ)
μ=373円

(注)：本グラフは、アンケート（提示金額）に対し、各世帯が回答（賛同）し
た最高金額を支払意志額の最大値とみなし（※） 分布表示。

μ： (※)の総和を回答
数で除した値、支払い
意志額（ＷＴＰ）とは異
なる。
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４．費用対効果の分析（３）（自然再生）

自然再生の事業実施の認知率

14

事業実施個所からの距離

事業個所がある土浦市、かすみがうら市の
2市の認知率は他の8市町村よりも高い

事業個所からの距離による認知率は
35km圏内において変化点が明確でない

流域界→

10km
5km

15km
20km

土浦市

【自然再生】整備箇所含む自治体（土浦市・かすみがうら市）を集計範囲とする

集計対象自治体

35km

◆自然再生
自然再生の事業実施についてアンケート調査を行った結果、事業個所からの距離による認知率の変化点は認められませんでした。

また、事業を実施している２市（土浦市、かすみがうら市）の認知率は他の８市町村よりも高い結果となりました。

距離帯別事業認知率

市町村別事業認知率

田村・沖宿・戸崎
自然再生整備箇所

西浦湖岸の10市
町村（土浦市、か
すみがうら市、石
岡市、小美玉市、
阿見町、美浦村、
稲敷市、行方市、
潮来市、香取市）
を対象としてプレ
調査を実施した。

μ=276（円）

●本調査アンケートの結果

50%包含値（μ±0.68σ）

μ：(※）の総和を回答
数で除した値、支払
い意思額（WTP）と
は異なる。

(注)：本グラフは、アンケート(提示金額)に対し各世帯が回答(賛同)
した最高金額を支払意思額の最大値とみなし（※）分布表示。
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４．費用対効果の分析（４）

水環境 自然再生

評価時点 平成２４年

評価期間 整備期間＋５０年間

受益範囲
事業認知率の変化点である

霞ヶ浦湖岸から４０km圏内

事業認知率が高い「土浦市」・

「かすみがうら市」

集
計
対
象

配布数 ２，５００票 ２，５００票

有効回答数

（有効回答率）

３６８票

（６１％）

３４９票

（５２％）

支払い意思額（ＷＴＰ）※ 458円／月／世帯 340円／月／世帯

◆総便益（Ｂ）

○沿川住民を対象としたＣＶＭアンケートにより支払い意思額（ＷＴＰ）を把握。

○ＷＴＰから年便益を求め、評価期間を考慮し、残存価値を付加して、総便益を算定。

◆総費用（Ｃ）

○事業に係わる建設費と維持管理費を計上。

15

※支払い意思額（WTP）の算定については（資料２－２－②）参照。●各事業における支払い意思額

●Ｂ／Ｃの算定



４．費用対効果の分析（５）

※アンケート結果による支払い意思額に受益世帯数を乗じ、年便益を算定

※年便益に評価期間（５０年）を考慮し、残存価値を付加して総便益を算定

※施設完成後の評価期間（５０年間）に対し、社会的割引率（４％）を用いて現在価値化を行い算定

※残存価値は、評価終了時点における現在価値化した建設費の１０％を計上

便益の現在価値化の合計＋残存価値

建設費の現在価値化の合計＋維持管理費の現在価値化の合計
Ｂ／Ｃ ＝

＝

※総費用は、社会的割引率（４％）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い費用を算定。

■霞ヶ浦環境整備事業の費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定結果

４,０８７億円

２,３２２億円
１．８

水環境 自然再生

①建設費 ２，３００億円 ２０億円

②維持管理費 １億円 １億円

③総費用(①＋②) ２，３０１億円 ２１億円

総便益（Ｂ）
水環境 自然再生

４，０３６億円 ５１億円

費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

水環境 自然再生

１．８ ２．４
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４．費用対効果の分析（６）

●水環境

●費用対効果分析条件等の比較

前回(H21)再評価時 今回(H24)再評価時 変化及びその要因

工 期 平成３０年度 平成３０年度 変化なし

Ｂ／Ｃ １．３ １．８

総便益(Ｂ) ２，９４５億円 ４，０３６億円 支払意思額ＷＴＰ３０８円→４５８円による

総費用(Ｃ)
２，１８２億円 ２，３０１億円 デフレーターによる変化

＜１，４７８億円＞ ＜１，４７８億円＞ 変化なし

17

◆総便益については、今回再評価の予備調査結果をもとに集計範囲を再確認。

◆総費用については、主な変更点はない。

●自然再生

※総費用の＜＞は現在価値化前の建設費＋維持管理費を表す

●総便益の変化要因

・水環境事業のＷＴＰが[H21] 308円/月/世帯から、[H24] 458円/月/世帯に上がった。

近年においては平成23年にアオコが大発生し、湖沼水質保全計画（第６期）策定、湖沼環境税の課税期間終了等、環境や
水質に関する新聞やニュース等が多く発信されたことなどが影響している可能性がある。

・自然再生事業については顕著な変化はない。

前回(H21)再評価時 今回(H24)再評価時 変化及びその要因

工 期 平成２６年度 平成２８年度
自然再生協議会において整備済み区間の知見を踏まえ
た協議を行う必要性により期間を延長

Ｂ／Ｃ ２．２ ２．４

総便益(Ｂ) ４５億円 ５１億円 支払意思額ＷＴＰ２９１円→３４０円による

総費用(Ｃ)
２１億円 ２１億円 変化なし

＜２０億円＞ ＜２０億円＞ 変化なし



５．評価の視点（再評価）（１）

①事業の必要性等に関する視点（事業を巡る社会経済情勢等の変化、事業の投資効果）

（水環境）

・湖沼水質保全計画に基づき県及び流域自治体と共に水質改善に取り組んでおり、水環境の改善、多様な動植物が

生息・生育可能な自然環境の再生などの環境整備の必要性は高い。

・西浦における浚渫は完了したが、浚渫土処理地地権者との協定に基づき事業を進めているおり、現在でも地元土地改

良と協力して農地整備を鋭意進めています。

また、北浦においては、水質ワーストランキングで平成21年度 第１位、平成22年度 第４位になっており、以前にも増し

て水質改善の要望は高まってきている。

（自然再生）

・かつて霞ヶ浦で普通に見られた動植物が生育・生息する湖岸の植生帯の再生・保全の要望は依然として高い。

・本事業の完了後には、多様な動植物の生育・生息の場が確保されることから、その必要性は高く、事業投資効果が見

込まれる。

平成24年度評価時 Ｂ／Ｃ Ｂ（億円） Ｃ（億円）

利根川総合水系環境整備事業
（霞ヶ浦環境整備）

１．８ ４，０８７ ２，３２２
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③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

（水環境）

・水環境事業における浚渫については、農地用の覆土や嵩上げ不足土を購入土から近傍建設発生土を受入れることで

コスト縮減を図ることとしている。

（自然再生）

・ 植生帯の再生に用いる土については、霞ヶ浦からの発生土を利用するなどしてコスト縮減を図ることとしている。

②事業の進捗状況・事業の進捗の見込みの視点

（水環境）

・水環境事業の進捗は、現８５％（事業費）であり、今後の実施の目処、進捗の見通しについては特に大きな支障はない。

また、地元と調整を図りつつ整備を進めており十分見通しはたっている。

・浄化対策に関する調査研究を行う北浦では、以前から水質改善に関する要望があげられてきている。

（自然再生）

・事業の進捗は、現在６３％（事業費）であり、陸生植物のみが確認されていた既存植生帯を、本事業で湿地化した箇所

では、沈水、浮葉、抽水、湿生植物が見られるようになり、植生が多様になっている。

・今後も引き続き、田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会において自然再生の実施内容について協議し、整備と環境管

理を行うこととしており、順応的管理の必要から工期は２年延伸を予定しているが、今後の事業の進捗の見通しについ

ては特に大きな支障はない。

５．評価の視点（再評価）（２）
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・沿岸自治体や市民団体からも水環境整備の促進要望が高いことから、引き続き流域と一体となって更なる水環境の改
善、湖岸環境の保全・再生、多様な動植物の生育・生息の場の確保を図る必要があります。

・本事業は、継続が妥当と考えます。

７．今後の対応方針（原案）

６．再評価における都道府県・政令市への意見聴取

・再評価における県・政令市の意見は下記の通り。

都道府県・政令市 再評価における意見

茨城県 霞ヶ浦は、本県はもとより首都圏における重要な水源であるとともに、水郷筑
波国定公園の一部として良好な景観を構成するなど、かけがえのない貴重な
資産である。

これまで流域・湖内対策が進められ、湖水の水質については、一定の改善傾
向が見られるものの十分でないことや、かつての霞ヶ浦で普通に見られた動植
物が生育・生息する水辺空間や良好な景観が減少していることから、本事業の
継続を要望する。

コスト縮減の徹底を強く求めるとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を
進めていただきたい。

千葉県 霞ヶ浦の水質の改善は、下流部の水環境の改善に資することから、今後も水
質の改善を踏まえた環境整備事業の継続を要望します。
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